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こ
の
取
決
め
は
、
日
本
国
政
府
が
タ
イ
王
国
の
一
般
旅
券
を
所
持
す
る
タ
イ
王
国
国
民
に
対
し
、
平
成
二
十
五

年
六
月
二
十
六
日
付
け
の
日
本
国
政
府
の
口
上
書
に
従
い
実
施
さ
れ
て
い
る
期
間
限
定
査
証
免
除
措
置
を
、
平
成

三
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
（
同
日
を
含
む
。）
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
。


